
江田島市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準  

 

（趣旨）  

第１条  この審査基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法の

一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 ５ ０ 号 ） に よ り 改 正 さ れ

た 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第 １

２ ７ 号 ） 第 ２ ３ 条 第 １ 項 に 基 づ く 空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 （ 以

下 「 支 援 法 人 」 と い う 。 ） の 指 定 に つ い て 、 行 政 手 続 法 （ 平 成

５ 年 法 律 第 ８ ８ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 審 査 基 準 を 定 め る も の と す

る。  

 （審査基準）  

第２条  江田島市長は、支援法人の活用に関する本市の方針が定め

られるまでの間、指定を行わないこととする。  

   附  則  

 この審査基準 は、 令和５年１２月 １３日 から施行 する。  


